
○香南香美老人ホーム組合立指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム三宝荘等並び

に養護老人ホーム白寿荘及び指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム白寿荘等の

設置及び管理に関する条例 

 

昭和 42 年 9 月 29 日 

条 例 第 8 号 

 

改正 昭和 43年 8月 30日 

昭和 47年 2月 24日 

昭和 62年 3月 30日 条例第 8号 

平成 2年 3月 29日  条例第 1号 

平成 7年 12月 26日 条例第 3号 

平成 8年 12月 26日 条例第 2号 

平成 10年 12月 24日 条例第 2号 

平成 12年 3月 29日 条例第 2号 

平成 14年 3月 26日 条例第 1号 

平成 15年 3月 27日 条例第 1号 

平成 18年 2月 22日 条例第 2号 

平成 20年 3月 25日 条例第 2号 

平成 20年 12月 26日 条例第 8号 

平成 25年 12月 27日 条例第 6号 

平成 28年 8月 17日 条例第 4号 

平成 28年 12月 26日 条例第 6号 

平成 29年 1月 31日 条例第 1号 

平成 30年 3月 29日 条例第 1号 

令和 2年 7月 29日  条例第 3号 

令和 6年 3月 29日  条例第 4号 

 

（設置） 

第 1条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条第２項及び第３項並びに介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第８６条第１項の規定に基づき、香南香美老人

ホーム組合立指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム三宝荘（以下「三宝荘」とい

う。）と、三宝荘短期入所生活介護事業所及びデイサービスセンター三宝通所介護事

業所並びに、三宝荘居宅介護支援事業所を、高知県香南市野市町母代寺１８８番地に

置く。 

２ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条第２項及び第３項並びに介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第８６条第１項の規定に基づき、香南香美老人ホー



ム組合立指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム白寿荘（以下「特養白寿荘」とい

う。）と、白寿荘短期入所生活介護事業所及びデイサービスセンター白寿通所介護事

業所並びに、白寿荘居宅介護支援事業所を、高知県香美市香北町永野２，１５２番地

に置く。 

３ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条第３項の規定に基づき、香南香

美老人ホーム組合立養護老人ホーム白寿荘（以下「養護白寿荘」という。）を高知県

香美市香北町永野２，１００番地に置く。 

（目的） 

第２条 三宝荘及び特養白寿荘は、要介護認定を受けた被保険者に、入所による常時介

護を受ける場を提供、その者の福祉の増進を図る。 

２ 三宝荘短期入所生活介護事業所及び白寿荘短期入所生活介護事業所は、要介護等の

認定を受けた被保険者の介護者等の、一時的な介護等の負担軽減を図る。 

３ デイサービスセンター三宝通所介護事業所及びデイサービスセンター白寿通所介

護事業所は、要介護等の認定を受けた被保険者の、孤独感の解消及び自立の援助を図

る。 

４ 三宝荘居宅介護支援事業所及び白寿荘居宅介護支援事業所は、要支援及び要介護認

定を受けた被保険者に対し、保健医療及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に受け

られるよう介護計画等の支援を図る。 

５ 養護白寿荘は、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けるこ

とが困難な老人を入所させ、その者の福祉を図る。 

（定員） 

第３条 三宝荘の定員は１００人とする。 

２ 三宝荘短期入所生活介護事業所の定員は、１５人とする。（空床利用を除く） 

３ デイサービスセンター三宝通所介護事業所の定員は、１８人とする。 

４ 三宝荘居宅介護支援事業所の定員は、介護支援専門員１名につき３５人を限度とす

る。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める人数を限度とする。 

（１） 指定介護予防支援事業者からの委託及び指定介護予防支援を行う場合  ４４

人（要介護者の数に、要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数） 

（２） 指定介護予防支援事業者からの委託及び指定介護予防支援を行う場合に当該指

定居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、

事務職員を配置している場合  ４９人（要介護者の数に、要支援者の数に３分

の１を乗じた数を加えた数） 

５ 養護白寿荘の定員は、６０人とする。 

６ 特養白寿荘の定員は、５０人とする。 

７ 白寿荘短期入所生活介護事業所の定員は、６人とする。（空床利用を除く） 

８ デイサービスセンター白寿通所介護事業所の定員は、１８人とする。 



９ 白寿荘居宅介護支援事業所の定員は、介護支援専門員１名につき３５人を限度とす

る。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める人数を限度とする。 

（１） 指定介護予防支援事業者からの委託及び指定介護予防支援を行う場合  ４４

人（要介護者の数に、要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数） 

（２） 指定介護予防支援事業者からの委託及び指定介護予防支援を行う場合に当該指

定居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、

事務職員を配置している場合  ４９人（要介護者の数に、要支援者の数に３分

の１を乗じた数を加えた数） 

（利用料） 

第４条 次の事業所の利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１２年厚生省告示第１９号）により算定した額とする。 

（１） 三宝荘短期入所生活介護事業 

（２） 白寿荘短期入所生活介護事業所 

２ 次の事業所の利用料は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成１８年厚生省告示第１２６号）により算定した額とする 

（１） デイサービスセンター三宝通所介護事業所 

（２） デイサービスセンター白寿通所介護事業所 

３ 次の事業所の利用料は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

（平成１２年厚生省告示第２０号）により算定した額とする。 

（１） 三宝荘居宅介護支援事業所 

（２） 白寿荘居宅介護支援事業所 

４ 次の事業所の利用料は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

（平成１２年厚生省告示２１号）により算定した額とする。 

（１） 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム三宝荘 

（２） 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム白寿荘 

５ 前各項に規定する以外の介護サービスであるときは、別に規程で定める。 

（利用料の納付） 

第５条 利用料は、介護保険法その他の法令又は各事業所の契約に定めるところにより

納付しなければならない。 

（利用料の減免） 

第６条 組合長は、利用者のうち災害その他特別な理由がある者については、その者の

申請により当該利用に係る料金を減免することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



附 則（昭和４３年８月３０日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４３年１０月１日から適用する。 

附 則（昭和４７年２月２４日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６２年３月３０日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和６２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２年３月２９日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

附 則（平成７年１２月２６日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年１２月２６日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年１２月２４日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２９日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

附 則（平成１４年３月２６日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２７日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１５円４月１日から適用する。 

附 則（平成１８年２月２２日条例第２号） 

この条例は、平成１８年３月１日から施行する。ただし、第１条第１項の改正規定中

「と野市町在宅介護支援センター」を削る部分及び第３条第６項の改正規定は、平成１

８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２５日条例第２号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２６日条例第８号） 

この条例は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２７日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年８月１７日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南香美老人ホーム組合立指定介護老人

福祉施設特別養護老人ホーム三宝荘等並びに養護老人ホーム白寿荘及び指定介護老人

福祉施設特別養護老人ホーム白寿荘等の設置及び管理に関する条例の規定は、平成２８

年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年１２月２６日条例第６号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



附 則（平成２９年１月３１日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年３月２９日条例第１号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月２９日条例第３号） 

この条例は、令和２年８月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日条例第４号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


